
 

  
 

 

総
合
法
律
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
要
綱 

東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
対
す
る
援
助
の
た
め
の
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
有
効
期
限

が
延
長
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
必
要
な
技
術
的
な
修
正
を
加
え
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（
附
則
第
三
項
関
係
） 


